
理

由

植
物
の
新
品
種
の
育
成
者
権
の
適
切
な
保
護
に
資
す
る
た
め
、
登
録
品
種
の
収
穫
物
か
ら
生
産
さ
れ
る
加
工
品
の
生
産
、
譲

渡
等
の
行
為
に
育
成
者
権
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
育
成
者
権
の
存
続
期
間
を
延
長
す
る
措
置
を
講
ず
る
必
要

が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


